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様式第3号(第12条関係) 

審議会等の会議の記録 

会 議 の 名 称 
伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備に係る検討委員会 

第７回検討委員会 

開 催 日 時 令和５年３月１６日（木） 午後１時３０分～午後３時２５分 

開 催 場 所 伊勢崎市役所本館５階職員研修室 

出 席 者 氏 名 

（委員） 

会場参加：堤委員長、大前副委員長、秋山委員、加藤委員、 

牧委員 

オンライン参加：村上委員 

（事務局） 

細井企画部長、新井企画部副部長、小此木事務管理課長、 

土谷行政改革係長 

（オブザーバー） 

伊勢崎織物協同組合 矢島事務局長 

傍 聴 人 数  ― 

会 議 の 議 題 

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 協議事項 

⑴ 伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備に係る意見書

（案）について 

⑵ その他 

４ 閉会 

会 議 資 料 の 内 容 
資料１「伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備に係る意見書

（案）」 
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会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

１ 開会 新井副部長  会議の成立報告 

 

２ 委員長挨拶 

 

３ 協議事項 

⑴ 伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備に係る意見書

（案）について 

⑵ その他 

 

（事務局） 

・資料１「伊勢崎市中心市街地にぎわい創出拠点整備に係る意見 

書（案）」の説明 

 

・昨年１２月２７日に開催した第５回検討委員会において、本日

の会議での協議により、本委員会が作成する「伊勢崎市中心市

街地にぎわい創出拠点整備に係る基本構想案」として、まとめ

ていく旨をご説明したところですが、基本構想案ではなく意見

書の誤りでしたので、この場で改めて訂正させていただきま

す。 

なお、第１回目の委員会開催時にお示ししました本委員会の設

置要綱では、本委員会は、本市が本整備に係る基本構想案を作

成するに当たり、伊勢崎織物協同組合の土地の活用方法につい

て検討し、その意見を市長に報告するとの規定となっていま

す。 

今回の資料の作成に当たっては、要綱に基づきまして、堤委員

長へのご相談を経て、意見書（案）ということでまとめさせて

いただきました。 

 

・資料の一部修正について、敷地面積の８,９８０.３２㎡の記載

は、確認した結果、曲輪町３１番５のいせさき明治館の駐車場

部分の面積の２２２.８３㎡が入っていなかったため、その面積

を含めた９,２０３.１５㎡に修正させてください。 

 

（委員長） 

・事務局で取りまとめて作成した民間運営部分の表だけでは、各

委員の意向が正確に反映されているかわかりづらいため、もっ

と書き加えたものに仕上げていきたいと考えるので、各委員か

ら意見をお願いします。 

 

・インキュベーションスペースについて、この項目自体の有無も

含めて、「起業を検討する人を支援育成することが可能な団体

等の入居による体制の整備」といった資料のとおりの記載で良

いか、ご意見等はありますか。 

 

（委員) 

・入居による体制と整備という表現ですが、具体的にどのような

想定をされているのか。その団体に運営していただくようなこ

とになるのか、ただの入居なのか。 
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（事務局） 

・スペースを提供するということだけに留まらず、起業を検討す

る人のソフト面での支援体制を整備するということで、起業者

の育成に重点を置くとともに、事業者のマッチング等も支援で

きる場を考えるものである。 

 

（委員） 

・起業する人が入るということも想定しているということです

ね。ソフト面も読み取れるような記載にして行けば良いと考え

る。 

 

（委員長) 

・インキュベーションスペースとレンタル機能については、役割

が重複する部分があると思います。敢えて項目を分けた理由に

ついて、委員の中で認識が共有されていないと考えます。 

・あと１つは、レンタルスペースについての利用の仕方のイメー

ジですが、ＮＰＯ団体のような団体に土地なり施設を貸して、

団体自体が施設の中身を整備して運営させるのかどうかという

点は、運営部分については市が施設も全て整理してある団体に

委託するという話なのか、どういった整理にするのかで話が変

わってくると思う。 

 

（事務局） 

・民間の運営部分の位置づけの枠組みの中でインキュベーション

機能を実現していくということと想定していますが、サウン

ディングでいただいたご意見も参考にした結果、運営する事業

は民間運営部分としますが、独立採算制が見込めない部分につ

いては市の助成制度を補助として含めて、民間の団体等に運営

することで実現するのではないかということを想定していると

ころである。 

 

（委員長） 

・運営のノウハウの議論は難しいところですが、インキュベー

ション機能については「民間の団体に運営していただき事業内

容も民間が整理して実施する。ただし、市が整理し実施させた

いインキュベーション機能で独立採算制が見込めない部分につ

いては、補助金等の助成制度を整備する。」ということでよい

か。 

 

（委員） 

・あくまで民間運営部分なので、市が整備するものではないとい

う認識で、入居やレンタルスペースの想定は良いと思うのです

が、この文面だと「団体等の入居による体制に整備」というと

ころが、全体的な運営は民間団体に任せるというようなイメー

ジがつきにくく、市が運営するものを民間にスペースだけ提供

する、ただ間貸しすればよいというように読めてしまうところ

に問題があるという印象だ。 

 

（委員長） 

・インキュベーション機能の整備を市がやるのか、団体が独自に
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やるのかで全く話が変わってしまうため、そこは明確に記載す

る必要があると思う。資料の民間運営部分に係る導入機能にイ

ンキュベーションスペース、レンタル機能、飲食店販売、屋外

広場、駐車場、その他とあるがその実施割合については、民間

事業者が決定しても良いといった条件の記載があると良い。 

・サウンディングの事業者意見に「施設を一体化した方が良

い。」という意見があったが、事業実施後に、例えば、一機能

について撤退したいといった場合、施設を市が整備した場合

は、空きテナントができてしまい、維持運営をどうするといっ

たことになるので、撤退する際の施設の後始末まで考えてもら

うために、整備は民間で用意されるのが良い。「分棟での整備

が望ましい。」と考えており、その旨の記載が必要である。 

 

（委員） 

・民間運営機能については、提示した機能について民間で揃えて

いただきたいという意味合いで良いか。 

 

（委員） 

・インキュベーション機能とレンタル機能については、いっしょ

の項目に整理して記載することが良い。また、飲食販売機能と

いう記載よりもテナント機能ということで一部広場機能も含む

といった方が事業者としては幅広く独自の判断ができるので良

い。 

 

（委員長) 

・飲食機能といった記載より、テナント機能といったように記載

し、飲食広場機能も含むといった記載で良いか。サブリースの

ような運営にするといったイメージで、実現できるのではない

か。 

・駐車場については、市が補助する等の記載もあっても良いので

はないか。または、協議によっては一部市が補助することもあ

るといった記載をし、ここで決めてしまうのではなく、のちの

協議・検討を想定するという方法もあると考える 

 

（事務局） 

・民間企業に求めるものは、インキュベーション機能とテナント

機能という大きな括りで記載するということで良いでしょう

か。その他は独立で運営できるというような記載で良いでしょ

うか。 

 

（委員長・委員） 

・了解 

 

(委員長) 

・駐車場については公共の方で○○台整備しますといった整理

で、必要があれば民間でも整備してくださいという記載で良い

か。 

 

（委員） 

・民間運営駐車場として機能を明示しなくても、必ずしも有料運
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営をしてくださいという明示をせず、民間事業者が必要であれ

ば有料駐車場を整備してくださいという整理で、敢えて記載し

ないで良いか。 

 

（委員長） 

・民間運営部分について、「インキュベーション機能」、「レン

タルスペース」について整備してください。その際レンタルス

ペースについては、飲食、広場スペース等必要と思う機能を含

み民間事業者で整備してください。さらに必要と思う場合は駐

車場等も民間事業者で整備してください。という整理にした

い。 

・「インキュベーション機能」については、独立採算制の面で難

しいとのことから、市として補助や助成を行い支援する（家賃

を下げる等）制度を協議するといった補記が必要という整理に

したい。 

 

（委員長) 

・公共部分に係る機能について、先程の議論からイベントスペー

スといったところは民間機能のインキュベーション機能に含む

という解釈で良いと考える。駐車場についても民間機能に含む

ということで、公共機能に含めなくて良いという整理で良い

か。 

・交通拠点機能については、しっかりと記載する必要がある。駐

車場スペースはここに車を置いて回遊していただくという面で

も必要かと認識している。 

・屋外広場機能の記載については、先程の議論から民間機能に含

めるということと、その他の記載にある。赤石楽舎等との連携

という記載に意味合いとして含められるため、敢えての記載は

必要ないという認識でいる。 

・気になる点について確認になるが、整備は公共ということだと

思うが、運営も公共でやるのか。直営ということか。 

 

（事務局） 

・公共の運営ですが、官民連携事業という観点からも施設の一体

管理によるメリットというものもあるかと思うので、施設の一

体管理という面では民間事業者に管理していただく手法によ

り、維持管理経費の効率化を図りつつ、公共部門で運営すると

いう考えになるかと考える。 

 

（委員長） 

・そのような考え方についてもきちんと最初に明記する必要があ

る。 

・敷地建物全体の維持管理については、一つの民間事業者で実施

を検討すると明記し、運営についてはそれぞれ整理した機能に

ついて実施するということで良いか。 

 

（委員一同） 

 了解 

 

 



6 

 

（委員） 

・図書館の全面移転が核になると思うが、この点を全面移転が必

要で有るという意見書にするのか、検討委員会として図書館の

全面移転については否定するのか本委員会としてどうしたら良

いのか。 

 

（オブザーバー） 

・組合が伊勢崎市と協定を結ぶに至った理由として、至るまでに

は様々な選択肢が考えられた訳だが、本組合の所在する場所の

歴史的背景を考えたとき伊勢崎城があった場所であり、全国的

にも城があった場所については役所や学校等の文教施設が存在

する背景からも、まずは市と土地活用の在り方を考えていこう

ということで、様々な歴史ある織物協同組合の方々の意見を頂

戴した中で、やはり「文教地域に相応しい施設として活用して

いただきたい。」という意見のもと、協定を結ぶに至った。そ

の経緯もご理解いただいて検討委員会の意見によっては、組合

に戻って本来との趣旨が違う場合は考えを組合に戻って検討し

なければならないという事情もある。また、協定についても本

年の３月３１日で期限が終了となっているため、委員会の検討

結果を受けて延長するか否かといった判断もあるかと想定して

いる。 

 

（委員長） 

・協定を結ぶに当たっては、図書館の全面移転ありきという意味

合いではなく、「文化教養施設を整備することを前提にした検

討であった。」という認識で良いか。 

・図書館は最も市民の方が利用する馴染みのある施設で、経済的

な効果も大きな施設であり、大きな重要な核であると認識して

いる。 

・市としては、意見として有識者の検討委員会でも意見を出して

欲しいという認識で理解している。 

・本委員会で意見書として出すには議論が深まっていないとの印

象はあるが、移すということを言いきらないまでも、段階的に

全面移転を考えるという記載は考えられると思う。現在の図書

館の跡地利用がきちんと整備できた時点で全面移転するといっ

た意見書とすることで良いのではないかと考えている。 

 

（委員） 

・図書館の全面移設については、委員の中で意見が分かれていた

という認識だが、意見書としては全面移転と言い切らない配慮

が必要かと思ったので、後々の移転の可能性も考えられる程度

の記載しかできないのではないか。全面ということではなく、

書庫機能は現在の場所に残して、閲覧、貸出等にぎわいを創出

できる部分については、新しく整備する施設に機能として必要

だという整理にするのが良いかという意見があるが、それにし

ても検討委員会として図書館に関するヒアリング不足という事

実は否めない。 

 

（オブザーバー） 

・図書館でイベントを実施しているが、織物協同組合の駐車場を
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図書館に貸しているような状況があったので、組合では図書館

の移転の意見があった経緯もある。現状の図書館での駐車場が

事故等もあり危険だという認識も市とは共有していたため、移

設は市民にも有効だと考えていた。 

 

（委員長） 

・図書館でのイベントを新しく整備する施設で実施したら現在の

図書館イベントの駐車場問題も解決する。 

 

（委員） 

・図書館は静かなイメージだが、図書館とカフェが出来れば良い

との意見も中にはあったが、伊勢崎織物組合としてのご意見を

伺いたい。 

 

（オブザーバー） 

・歴史ある背景を考えた場合は、森村熊蔵等の史跡は動かせな

い、文教施設ということで、施設として利用していただきたい

ということが組合としての意見ではある。 

・また、市街地がドーナツ化現象であるということに問題意識を

持っているという点は共通した認識かと思う。 

 

（委員） 

・歴史的背景という観点では、伊勢崎織物協同組合の敷地が戦時

中に中島飛行機の設計部署があったという点からも、事業者の

要所であったということから、インキュベーション施設があっ

て、織物のような産業ににぎわいの要所として新たに整備する

という観点も良いアイディアだと考え、歴史的背景にも見合っ

た企画だと思っている。 

 

（委員長） 

・図書館の全面移転については、全面移転と明記せず本委員会の

意見書として整理する。 

・移設を踏まえて必要な機能を移転する。または今後検討すると

いう意見書のまとめ方にしたいと思う。 

・学生が勉強することによりにぎわいが生じる。図書館に関する

イベントによりにぎわいが創出できるといった意見はあるかと

思う。 

 

（事務局） 

・伊勢崎市図書館の必要な機能については、今後の機能の精査検

討を行い、整備する規模を整理していくという記載の仕方で良

いか。 

 

（委員長） 

・委員については、事務局と委員長に全面移転とは明記しない

が、移設の可能性を検討するような意見書としての記載の調整

を一任していただくことで良いか。 

 

（委員一同） 

・了解。 



8 

 

 

（委員) 

・企画展示については、公共部分が担う機能での記載は必要ない

と考える。駅前のインフォメーションセンターが公共での機能

を既に備えていると思うので、公共部分としても企画展示は必

要ないという整理で民間運営部分に委ねるということで良いの

ではないか。 

 

（委員長） 

・私も同じ意見であり、公共部分の記載から企画展示機能は削除

という整理で良いか。 

・公共部分については、情報発信機能がメインになってくると思

う。情報発信ということだけであれば、ネット上で整理できる

し、民間で参画するところで整備してくださいという整理もあ

るかと思う。ラジオブースの設置が市として必要であるいう事

業の整理をするのであれば、公共部門で整備するということに

なろうかと思う。 

 

（委員） 

・防災発信機能として（非常電源等の面から民間で整備するには

規模が大きいため）ローカルＦＭ機能等必要だという意見もあ

り、市として整備するという認識で公共部分に係る導入機能と

して整理してあるという経緯である。 

 

（委員） 

・緊急時の情報発信がこの場所に必要なのかという点も疑問に残

るところだが、市役所にあれば良く、敢えてこの場所で整備す

るのはいかがか。 

 

（委員長） 

・情報発信機能については、必要な機能であるが、公共部門は情

報発信が不得手であると認識しているので、民間事業者に情報

発信の運営はお願いして必要な機能を整備するということで、

必要があれば災害時に使えるように、例えば協定を結ぶこと

で、市が防災等の緊急時の情報発信を行うといった整理で良い

のではないか。 

 

（委員長） 

・織物伝承機能について、資料展示と下城弥一郎・森村熊蔵の碑

の存続については、史跡は広場等との連携によるにぎやかな雰

囲気が好ましくないという意見もありながら、イベントで集ま

る人によって新たに史跡に気づく人も多くなることで、織物等

の歴史に目を向け興味を持ってくれる人が増えるというメリッ

トもあるかと思うが、オブザーバーからの意見も伺いたい。 

 

（オブザーバー） 

・博物館とするまでの資料が戦争で焼けてしまったため現存して

いない。そのため、史跡の存続と銘仙を作った道具の展示や学

童向けに伊勢崎の織物と銘仙の歴史概要を紹介して学習してい

ただける資料館といった整備が望ましいと考えている。織物の
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歴史について、学習していただける機会が増えるといったこと

は、とても望ましいことだと思っている。 

 

（委員長） 

・織物伝承機能としては、情報発信という機能も利用できると思

うので、資料展示、史跡という２点で意見をまとめていきた

い。 

 

（委員長） 

・その他の意見について、個人的には商工会議所は、この場所に

は必要ないかと考えている。 

 

（委員） 

・個人の意見としては、商工会議所としての名称を出すのは好ま

しくないかとも思うが、今回のコンセプトとしては商工会議所

の機能が有効にマッチングすると思うので、商工会議所という

説は有効だという意見なので、委員会として全面否定するもの

でないということを加えておきたい。 

 

（オブザーバー） 

・伊勢崎商工会議所の歴史等についての説明 

 

（委員長） 

・ソフト面における運営についてはマッチングするということで

は、参画候補に望ましいということについては、同様の認識で

あり、公共部門で商工会議所用の施設を整備するという話では

ないという認識である。 

 

（委員） 

・織物伝承機能は、組合独自の整備となるのか、市の公共での整

備となるのかの分担について伺いたい。 

 

（オブザーバー・事務局） 

・市と伊勢崎織物協同組合との今後の検討協議によるものと考え

ている。 

 

（委員長） 

・最後になりますが委員の皆様から一言お願いします。 

 

（委員） 

・今回の委員会に参加して、民間団体等との意見交換の場を持ち

ながら検討していかなければいけないと感じた。サウンディン

グに参加した事業者についても事業者名を公表することがよ

い。市民の皆さんも興味を示していることである。 

 

 (事務局) 

・サウンディング参加事業者に事業者名の公表について確認し、

承諾を得た事業者名を公表するよう準備します。 
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（委員長・委員） 

・事業者一覧のみの公表でかまわない。 

 

（委員） 

・そこに関わる人たち、地域に住んでいる方々とかそのエリアを

担っていく次世代の人たちがどういう場所にしたいのかという

実際の想いが反映された場所として、再整理されることが大切

だと思うので、そのような観点をぜひ重要視していきながら考

えていきたいと思う。 

 

（委員長） 

・伊勢崎織物協同組合との連携なくしては実現しない事業だと

思っているので、お互いの意見を尊重し連携してやっていけれ

ばと考えている。来年度以降も市としての街なかでの回遊を誘

発するような取組や連携事業があるので、そのような取組とも

連携して実施していければと考えている。 

 

（委員） 

・駅周辺や該当地周辺については、駐車場が確保され、駅からの

道も整備されて、今後、丸の内はないですけどちょっとそこで

ビール１杯ぐらい道端で飲んでいくような感じの雰囲気になれ

ば、そんなにぎわいを将来的に創出できるような今後のプロ

ポーザルにつながるような検討委員会での意見書になれば良い

と考えている。 

 

（委員） 

・今回このような検討委員会に参加させていただきありがとうご

ざいました。企業においても店舗統合することで、情報交換や

集客の面でメリットが出ている。ぜひ良い形で人が集まって、

地域活性化に結びつくようなものになってくれたら良いと思

う。期待しているので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。 

 

（委員長） 

・今後も地域ファンド形成といった面でも委員の皆様のご協力を

お願いしたい。 

 

（委員） 

・今回参加していろいろ勉強をさせていただき、今後の２０年後

３０年後もずっと伊勢崎に居たいと思える場所をつくっていか

なければならないと感じている。今後、この場所が地域の活性

化に生かせる場になっていったらよい。 

 

（委員長） 

・私も同感で地域の実践者を動かしていくしかないと思っている

ので、そういった方をサポートできる支援できる場になってい

きたいと思う。そのような支援はお金を出さなくてもできると

思うが、特に行政のいろんな体制とか仕組み作りをしっかりし

ていただければそのお金と同等の効果があると思っている。 
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（委員長） 

・委員の皆様のご意見ありがとうございました。それではいただ

いた意見を基に、事務局と意見書をまとめることで今回の委員

会を終了します。 

 

 

４ 閉会 新井副部長 

（終了 午後３時２５分） 

 


